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出国時の市税の手続き
これから海外で住む予定の人は、出国する前に

市税（個人市民税・県民税、固定資産税・都市計画

税）の納付と納税管理人の選定等の手続きを必

ず行ってください。

■問い合わせ　
【個人市民税の相談】市民税係　☎38-2016

【固定資産税の相談】固定資産税係　☎38-2017

【納税の相談】債権管理課　☎38-2014

市民企画講座募集

あなたの思う男女共同参画や女性活躍をテーマ

にした講座を企画してみませんか。

■募集期間　３月２日～４月15日

■対象　３人以上のグループ（市内在住・在勤・

　在学１人以上）※採用された企画は、７月～

　翌年２月に実施してください。

■補助金　１企画上限50,000円

■選考　４月28日（火）午後１時30分～

　プレゼンテーションによる選考

■申し込み　必要書類（下記窓口で配布・市ホー

　ムぺージでダウンロード可）を下記へ提出

■問い合わせ　男女共同参画推進課 ☎ 38- 

　2023

廃車、譲渡した時・盗難にあった時・市外や海

外へ転出する時は手続きが必要です。下記の

場所で登録の変更・廃車等の手続きをしてく

ださい。

【芦屋市ナンバーの原動機付自転車（125cc以下）・

　　　　　　　　　小型特殊自動車・ミニカー】

課税課（北館２階30番窓口）☎ 38-2015

【神戸ナンバーの二輪（125cc超）】

神戸運輸監理部兵庫陸運部☎ 050-5540-2066

（神戸市東灘区魚崎浜町 34-2）

【神戸ナンバーの軽自動車（三輪・四輪）】

軽自動車検査協会兵庫事務所☎ 050-3816-1847

（神戸市東灘区御影本町 1-5-5）

※ 軽自動車税（種別割）は廃車の手続きでの還付

金はありません。

■問い合わせ　課税課管理係　☎ 38-2015

水道料金・下水道使用料
　　　  をスマホで納付

令和２年３月１日発行の納付書から電子決済

サービスで、24時間どこでも手数料不要で納付

できます。

■利用できる電子決済サービス　

　LINE Pay/PayB/楽天銀行アプリ/PayPay

市民意見募集の結果

たくさんのご意見ありがとうございました。結果

を市ホームページで公開予定です。

■事業　

◆第３次市民参画協働推進計画（原案）（市民参画課）

◆第２次消費者教育推進計画（原案）（地域経済振興課）

◆第２期子育て未来応援プラン「あしや」（原案）

　（子育て推進課）

◆都市施設等整備に関する取組について（都市

　計画課）

◆第２期子ども・若者計画（原案）（青少年愛護セ

　ンター）

■問い合わせ　市民参画課　☎38-2007

まちづくり懇談会の
　　　　　　概要報告
令和元年11月18日（月）に開催した「まちづくり

懇談会」（芦屋市自治会連合会主催）の概要をお

知らせします。

■出席者　88人

■内容　自治会から提出された市への要望の中

　から４テーマをピックアップ。それぞれのテー

　マについて話し合いました。

　※ 詳しくは報告書（自治会連合会ホームページ

で閲覧可）をご覧ください。

◆市内にコミュニティバスを走らせてほしい

◇ 実施事例の調査・研究とともに、関係する自治

会・老人クラブにご意見・ご要望を聞き取りし

ています。

◆阪神電鉄の立体化高架事業を早く進めてほ

　しい

◇都市施設の整備の優先等を検討する中で、方

　向性を明らかにしてまいります。

◆今後のJR駅南再開発計画はどうなるのか

◇JR芦屋駅の南側に駅前広場と周辺道路を整備

　し、安全・安心で利便性の高い交通環境を実現

　します。事業手法は住居と商業の継続が可能

　な市街地再開発事業が最適であると判断して

　います。今後もまちづくり協議会と共に事業

　推進に努めます。

◆国道43号打出交差点へエレベーターを設置し

　てほしい

◇早期の設置を国に要望しています。

　（◆意見・要望　◇市の見解・回答）

■問い合わせ　市民参画課　☎38-2007

■問い合わせ　
　水道お客様センター　☎ 38-2082

緊 急 速 報 メ ー ル（ エ リ ア
メール）一斉配信訓練
東日本大震災から9年を迎える３月11日（水）

に、阪神間７市１町で一斉配信訓練を行います。

災害時の避難行動を考えましょう。

■日時　３月11日（水）午前10時

■問い合わせ　防災安全課　☎38-2093

軽自動車税（種別割）の手続き
４月１日現在、軽自動車・原動機付自転車を

所有している人は、軽自 動 車 税（ 種 別 割 ）が

課 税 さ れ ます。

引っ越しの際は
　　市民課へ届け出を
【芦屋市から転出する人】

転出前に届け出をし、転出証明書を受け取る。

引っ越し後の市区町村で、住み始めてから14日

以内に転出証明書を添えて転入の届け出をする。

【芦屋市内で転居する人】

新しい所に住み始めてから14日以内に転居の

届け出をする。

【芦屋市へ転入する人】

芦屋市に住み始めてから14日以内に転出証明

書を添えて転入の届け出をする。

※転入・転居の際は、以下の住所変更も併せて行っ

　てください。マイナンバーの通知カードまたは

　マイナンバーカード（個人番号カード）・住民基

　本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書

■問い合わせ　市民課　☎38-2119

家庭ごみハンドブック・
収集カレンダーの配布

３月中旬から全戸へ配布します。家庭ごみ収集

カレンダーはデザインを見やすくリニューア

ルしました。

■問い合わせ　
【ハンドブック】環境施設課　☎32-5391

【収集カレンダー】収集事業課　☎22-2155

ハンドブック 収 集カレンダ ー


